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１  環境に影響を及ぼす活動  

 環境に影響を及ぼす原因となる活動のうち、主なものは下表のとおり。  

環境への負荷 環境に影響を及ぼす活動 

エネルギーの使用 電気の使用 照明の使用 

OA 機器の使用 

空調の使用 

都市ガスの使用 空調の使用 

ガス給湯器の使用 

ガソリンの使用 車両の運転 

その他の燃料（軽油・灯油

等）の使用 

車両、設備の運転 

資源の使用 上水の使用 

物品の使用 

コピー用紙の使用 

廃棄物等の排出 

 

廃棄物の排出 

汚水の排出 

その他 発注業務（間接的な影響） 

 

 

印刷発注 

工事発注 

その他委託業務発注 

 

環境に良い影響を及ぼす活動 

環境に配慮した施策の推進 緑化の推進 

グリーン購入の推進 

廃棄物の減量・リサイクル 

委託業者等への環境配慮の取組に対する 

協力依頼（グリーン配送など） 

各種事務事業を通じた環境配慮 

建設副産物の再資源化、下水汚泥の有効利用、 

国産木材等の使用など 

（１）環境に影響を及ぼす活動の追加・修正  

環境管理責任者（環境局長）（以下「環境局長」という。）は、所属環境

管理実行委員長（所属長）（以下「所属長」という。）の意見等をふまえ、必

要に応じて、環境に影響を及ぼす活動を追加・修正することができる。  
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２  環境関係法令等の遵守事項の特定  

 

（1）環境法令等登録書   

環境局長は、環境関係法令等の遵守事項を特定するため、環境法令 等登

録書を作成する。所属長は、所管する設備の運用・管理や事務事業活動に

おいて特定された環境関係法令等を遵守する。  

 

（２）環境法令等登録書の追加・修正  

環境局長は、所属長の意見等をふまえ、必要に応じて、環境法令 等登録

書を修正することができる。  

 

３  取組目標  

  環境に影響を及ぼす活動の中から、特に重要と認める事項について、目標を

定めて取組を推進する。  

 

（１）目標設定  

環境に配慮した取組につ いては、 2021 年度から 2025 年度までの  

5 年間で取り組む中期目標を設定する。  

また、一部の取組については、毎年度短期目標を設定し、中期目標達成

のための進捗管理を行う。  

 

（2）市全体の取組目標  

環境局長は、実行計画〔事務事業編〕に定める目標 ※ を達成するため、市

全体で実施する環境に配慮した取組に係る目標を定めるとともに、その目

標を所属長に周知し、目標達成のための取組を喚起する。  

 

（3）各所属の取組目標  

実行計画〔事務事業編〕において所属別の削減目標を設定している所属

については、その削減目標を取組目標とする。  

その他の所属長は、市全体の目標を勘案して所属における取組目標を定

めることができる。  

    

 

 ※実行計画〔事務事業編〕に定める目標  

  本 市 の 事 務 事 業 に 伴 う 温 室 効 果 ガ ス 総 排 出 量 を 、 2025 年 度 に 基 準 年 度

（2013 年度）の排出量から、 25％以上削減することを目標とする。  

 

 

 

  










